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●資料室所蔵旧公図の概要 ●「野毛山の『昭和』

市
史
資
料
室
で
は
、
字
毎
に
土
地
の
区
画

と
地
番
を
記
入
し
た
地
籍
図
（
旧
公
図
、
旧

土
地
台
帳
附
属
地
図
）
を
所
蔵
公
開
し
て
い

る
。
旧
公
図
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
割
を
終

え
た
も
の
の
、
現
在
で
も
土
地
関
係
の
様
々

な
場
面
で
参
考
に
さ
れ
る
た
め
、
参
考
文
献�

掲
載
の
書
籍
な
ど
解
説
も
多
く
出
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の
事
情
に

よ
り
様
々
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
簡
単
な
概

要
を
紹
介
し
、
利
用
の
便
に
供
し
た
い
。

な
お
、
以
下
の
概
要
は
、
資
料
室
作
成
の

目
録
記
載
内
容
に
拠
っ
て
お
り
、
あ
ら
た
め

て
全
資
料
に
あ
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

見
落
と
し
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
法

務
局
所
蔵
の
旧
公
図
を
確
認
し
て
い
な
い
の

で
、
当
該
資
料
群
の
み
の
観
察
に
よ
る
。

旧
公
図
の
目
録
化

二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
、
各
区
役
所

か
ら
移
管
さ
れ
た
（
一
部
は
後
年
）
旧
公
図�

は
、
区
ご
と
に
「
旧
公
図
（
○
○
区
）」
と
し

て
1
か
ら
番
号
を
付
し
目
録
を
作
成
し
た
。

全
件
数
は
四
五
三
四
件
、
そ
の
う
ち
索
引
図

等
を
除
く
と
四
五
一
一
件
と
な
る
（
表
1
）。

こ
れ
ら
の
資
料
の
状
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
大
多
数
が
折
り
た
た
ま
れ
て
表
紙
が
つ

け
ら
れ
て
お
り
、
長
く
業
務
で
使
用
さ
れ
た

中
で
加
筆
訂
正
、
貼
り
紙
、
裏
打
ち
、
セ
ロ

ハ
ン
テ
ー
プ
な
ど
に
よ
る
修
復
、
表
紙
の
付

け
替
え
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
頻
繁
に
使

わ
れ
た
図
面
は
、
折
り
目
の
痛
み
な
ど
も
目

立
つ
。
そ
の
た
め
、
閲
覧
用
に
複
製
作
業
を

進
め
て
お
り
、
昨
年
度
ま
で
に
、
磯
子
・
港

南
・
保
土
ケ
谷
区
と
南
区
の
一
部
の
五
二
一

件
の
複
製
を
作
成
し
た
。

昭
和
期
以
前
の
旧
公
図

一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
土
地
台
帳
の

採
用
、
八
九
年
土
地
台
帳
規
則
に
よ
り
、
土

地
台
帳
と
附
属
地
図
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
た
め
の
新
た
な
地
押
調
査
や
地
図
更
正

が
指
示
さ
れ
た
が
、
神
奈
川
県
で
は
、
地
租

改
正
時
の
地
図
に
貼
り
紙
訂
正
等
の
み
で
附

属
地
図
に
充
て
ら
れ
た
（
佐
藤
甚
次
郎
『
神

奈
川
県
の
明
治
期
地
籍
図
』）。

当
資
料
群
に
も
、
地
租
改
正
時
か
そ
れ
に

近
い
時
期
の
複
写
が
残
っ
て
い
る
が
、
件
数

は
全
体
の
一
割
に
満
た
な
い
。
区
別
で
見
る

と
、
鶴
見
・
金
沢
・
緑
・
青
葉
・
都
筑
の
各

区
で
、
鶴
見
区
を
除
く
と
、
一
九
三
六
（
昭

和
一
一
）
年
第
四
次
、
三
九
年
第
六
次
合
併

の
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
合
併
前
の
町

村
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
現

在
は
残
っ
て
い
な
い
町
村
分
で
も
、
合
併
時

に
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
新

図
作
成
後
に
不
要
図
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
場

合
も
あ
ろ
う
。
三
八
年
「
区
役
所
文
書
編
纂

保
存
規
程
」
で
は
、
税
務
係
の
第
一
種
（
永

年
保
存
）
と
し
て
「
土
地
台
帳
及
附
属
地
図
」�

が
あ
り
、同
規
程
第
十
二
条
に
は
「〔
略
〕
保�

存
期
間
中
ノ
文
書
ニ
シ
テ
保
存
ノ
必
要
ナ
シ

ト
認
ム
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
庶
務
係
長
之

ヲ
精
査
シ
廃
棄
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
（
以
後
の
規
程
で
も
同
様
）。

記
載
内
容
は
、
写
真
1
の
例
で
は
、
漢
数

字
の
地
番
、
地
目
、
面
積
が
記
載
さ
れ
、
田
・

畑
・
宅
地
・
社
地
・
川
・
山
・
道
・
墓
所
が�

色
分
け
さ
れ
て
、右
下
に
は
代
議
人
・
担
当
・�

村
用
掛
の
署
名
が
あ
る
。
ま
た
、
別
の
村
で

は
等
級
は
貼
り
紙
で
示
さ
れ
、
色
分
け
は
土

地
区
画
の
枠
の
み
で
あ
り
様
々
で
あ
っ
た
。

一
方
で
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
よ
り
前

の
市
域
で
は
、
明
治
期
の
旧
公
図
は
残
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
二
三
年
の
関
東
大
震
災
に

よ
り
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
以

下
『
横
浜
震
災
誌
（
未
定
稿
）』
第
三
冊
）。

周
知
の
よ
う
に
横
浜
市
役
所
は
震
災
で
焼

失
し
文
書
類
を
失
い
、
横
浜
市
・
久
良
岐
郡

の
土
地
台
帳
正
本
（
附
属
地
図
も
）
を
保
管�

し
て
い
た
横
浜
税
務
署
も
焼
失
、
登
記
事
務

を
行
っ
て
い
た
裁
判
所
も
焼
失
し
登
記
簿
が�

失
わ
れ
た
。
そ
の
後
、「
大
正
五
年
現
在
の
土�

地
台
帳
を
標
準
と
し
て
、
土
地
に
関
す
る
資

料
が
発
見
さ
れ
た
の
で
」、そ
れ
を
利
用
し
て�

土
地
台
帳
及
び
附
属
地
図
が
作
成
さ
れ
、
自�

己
申
告
に
よ
り
補
訂
さ
れ
た
。「
発
見
」さ
れ�

た
資
料
は
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
藤
木

測
量
事
務
所
発
行
の
土
地
宝
典
か
、
そ
れ
に

関
す
る
資
料
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
横
浜

市
で
は
、
二
五
年
に
横
浜
税
務
署
の
正
本
か

ら
謄
写
副
本
を
作
成
し
た
。
こ
の
う
ち
、
資

料
室
で
は
、
二
七
年
区
制
施
行
時
に
中
区
に

属
し
、
現
在
は
西
区
に
属
し
て
い
る
地
域
分

三
八
点
を
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
他
、
現
在

の
中
区
分
九
〇
点
を
横
浜
都
市
発
展
記
念
館

が
所
蔵
し
て
い
る
（『
ハ
マ
発N

ew
sLetter

』�

第
六
号
）。
何
れ
も
軸
装
で
、破
損
が
甚
だ
し�

い
も
の
が
多
い
。
記
述
は
地
番（
算
用
数
字
）、�

地
目
、
宅
地
等
級
で
、
道
路
等
の
色
分
け
は

三
二
年
の
も
の
と
同
様
に
さ
れ
て
い
た
。

毛
山
動
物
園
（
動
物
園
地
区
）
に
大
き
く
分

か
れ
、
残
っ
た
部
分
（
散
策
地
区
）
は
人
々

が
散
策
を
楽
し
め
る
よ
う
整
備
さ
れ
た
。
一

九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
四
月
一
日
に
新
た

に
開
園
し
た
野
毛
山
公
園
に
は
、
桜
の
開
花

と
と
も
に
、
多
く
の
人
々
が
行
楽
に
訪
れ
た
。

ま
た
、
五
月
の
大
型
連
休
に
は
子
ど
も
た
ち

を
対
象
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
、
野
毛

坂
か
ら
野
毛
山
に
至
る
道
は
大
混
雑
と
な
っ

た
。
そ
う
し
た
風
景
は
野
毛
山
の
年
中
行
事

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
期
に
入
る
と
、

横
浜
市
の
人
口
増
加
に
伴
い
、
水
道
の
供
給

量
を
増
や
す
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
横
浜

市
は
野
毛
山
配
水
池
の
整
備
を
進
め
る
と
同

時
に
、
野
毛
山
遊
園
地
を
撤
廃
し
、
そ
の
地

下
に
水
道
施
設
を
設
け
た
。
一
九
六
六
（
昭

和
四
一
）
年
秋
、
工
事
を
終
え
た
野
毛
山
公

園
は
無
料
の
施
設
と
し
て
開
放
さ
れ
、
再
び

多
く
の
市
民
を
誘
っ
た
。
こ
の
再
開
発
が
現

在
の
野
毛
山
公
園
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
市
会
事
務
局
と
な
っ
て
い
た
市
民

博
物
館
の
建
物
は
横
浜
市
史
編
集
室
や
横
浜

市
立
大
学
経
済
研
究
所
、
野
毛
山
遊
園
地
の

管
理
事
務
所
と
し
て
活
用
さ
れ
た
後
、
市
営

の
結
婚
式
場
（
老
松
会
館
）
と
な
っ
た
。
ま

た
、
隣
接
す
る
図
書
館
は
一
九
四
七
（
昭
和

二
二
）
年
八
月
に
機
能
を
回
復
し
、
連
日
、

多
く
の
市
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
さ
ら
に

高
度
経
済
成
長
期
に
入
る
と
、
利
用
者
の
激

増
に
よ
っ
て
閲
覧
室
の
増
築
が
図
ら
れ
た
が
、

抜
本
的
な
解
決
に
至
ら
ず
、
新
し
い
図
書
館

の
建
設
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

新
図
書
館
（
＝
中
央
図
書
館
）
の
整
備
構

想
は
一
九
六
三（
昭
和
三
八
）年
頃
か
ら
あ
っ

た
も
の
の
、
計
画
が
具
体
化
す
る
の
は
昭
和

末
期
（
一
九
八
〇
年
代
）
で
、
着
工
し
た
の

は
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
約
三
年
四
ヶ
月
の
月
日
を
経
て
旧
横

浜
市
図
書
館
及
び
旧
老
松
会
館
の
跡
地
に
現

在
の
横
浜
市
中
央
図
書
館
が
完
成
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
野
毛
山
は
、
震
災
と
戦
災

を
経
つ
つ
、
施
設
の
整
備
・
拡
充
・
再
編
を

繰
り
返
し
な
が
ら
横
浜
市
民
の
憩
い
の
場
と

し
て
成
長
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
成
長

は
横
浜
市
史
資
料
室
の
開
室
（
二
〇
〇
八
年

一
月
）
や
野
毛
山
公
園
の
再
整
備
の
よ
う
に
、

今
現
在
も
続
い
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】『
横
浜
貿
易
新
報
』／
『
神
奈
川
新
聞
』

／
横
浜
市
中
央
図
書
館
開
館
記
念
誌
編
集
委
員
会
編

『
横
浜
の
本
と
文
化
』（
横
浜
市
中
央
図
書
館
、
一
九

九
四
年
）／
横
浜
市
公
園
緑
地
行
政
資
料
調
査
会
編
・

発
行『
横
浜
の
公
園
史
稿
』（
二
〇
〇
三
年
）／
今
井
清

一『
横
浜
の
関
東
大
震
災
』（
有
隣
堂
、
二
〇
〇
七
年
）

�

（
吉
田
律
人
）

吉田町から野毛山方面を望む　占領期� 池田義夫氏提供

資
料
室
所
蔵
旧
公
図
の
概
要

表1　資料室所蔵旧公図の概要
区　名 件数 区　名 件数

鶴 見 区 342� 金 沢 区 211�
神 奈 川 区 323� 港 北 区 411�
西 区 159� 緑 区 240�
中 区 126� 青 葉 区 411�
南 区 178� 都 筑 区 364�
港 南 区 167� 戸 塚 区 287�
保土ケ谷区 177� 栄 区 288�
旭 区 337� 泉 区 182�
磯 子 区 142� 瀬 谷 区 166�

合 計 4,511�
注：索引類は除く。

写真１��「�切絵図　甲号　小山村（四枚ノ内）」、旧公図（緑区）No.143� �
現在の緑区小山町、上端は恩田川。

横浜市図書館・満席の閲覧室　1960年5月12日� 広報課写真資料
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昭
和
期
の
旧
公
図

時
期
別
に
見
て
点
数
が
多
い
の
は
、
約
六

割
を
占
め
る
昭
和
初
期
の
旧
公
図
で
あ
る
。

震
災
後
に
公
図
は
再
製
さ
れ
た
が
、
後
述

の
よ
う
に
、
同
時
期
に
は
、
震
災
復
興
土
地

区
画
整
理
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
終
了

後
、
整
理
地
区
を
中
心
に
町
界
町
名
地
番
整�

理
が
行
わ
れ
た（
一
九
二
八
年
九
月
）。
そ
の�

た
め
に
区
画
・
町
名
地
番
等
が
大
幅
に
変
更

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
三
二
（
昭
和
七
）
年
に

全
市
域
の
謄
写
副
本
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の

と
き
に
作
成
さ
れ
た
公
図
が
、
鶴
見
・
神
奈

川
・
西
・
中
・
南
・
港
南
・
保
土
ケ
谷
・
旭
・�

磯
子
・
港
北
の
各
区
分
一
一
五
五
件
ほ
ど
残�

っ
て
い
る
。
記
載
内
容
は
、
町
名
・
地
番
、

凡
例
、
昭
和
七
年
七
月
に
謄
写
し
た
旨
を
書�

い
た
ラ
ベ
ル
を
貼
付
し
（
写
真
2
右
上
）、各�

筆
に
地
目
、
算
用
数
字
の
地
番
、
凡
例
に
示

さ
れ
て
い
る
道
路
・
水
路
・
堤
塘
墓
地
・
無

租
地
の
色
分
け
が
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
後
は
、
合
併
を
し
た
地
域
の
副
本
が

作
ら
れ
て
い
く
。
一
九
三
八
年
に
は
、
三
六

年
合
併
の
鎌
倉
郡
永
野
村
、
久
良
岐
郡
金
沢

町
・
六
浦
荘
村
の
分
が
謄
写
さ
れ
（
港
南
区�

六
四
件
、
金
沢
区
七
三
件
、
南
区
一
件
）、
一�

九
四
〇
〜
四
一
年
に
は
、
三
七
年
合
併
の
日

吉
村
の
一
部
、
三
九
年
に
合
併
し
た
山
内

村
・
中
川
村
等
の
都
筑
郡
の
村
々
、瀬
谷
村
・

中
川
村
等
の
鎌
倉
郡
の
村
々
の
地
域
の
副
本

が
作
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
合
併
し
た
地
域

の
う
ち
、
当
時
の
港
北
区
は
、
三
七
年
七
月

設
置
の
神
奈
川
税
務
署
の
管
轄
で
あ
っ
た
の

で
同
署
備
付
図
を
、
そ
れ
以
外
は
横
浜
税
務

署
備
付
図
の
謄
写
で
あ
っ
た
。
記
載
内
容
は
、

三
二
年
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
末
期
の
空
襲
で
は
、
鶴
見
区

役
所
が
焼
失
し
た
が
、
各
区
役
所
の
土
地
台

帳
副
本
・
附
属
地
図
は
事
前
に
疎
開
さ
せ
て

あ
り
無
事
で
あ
っ
た
（
本
誌
第
七
号
）。

一
九
五
〇
年
代
初
め
、
地
租
は
、
シ
ャ
ウ

プ
勧
告
に
よ
る
税
制
改
革
で
市
町
村
税
と
し

て
新
設
さ
れ
た
固
定
資
産
税
へ
移
行
し
、
土

地
台
帳
・
附
属
地
図
は
税
務
署
で
は
不
要
と

な
っ
て
法
務
局
へ
移
管
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
土
地
区
画
の
大
き
な

変
更
の
一
つ
に
、
戦
災
復
興
土
地
区
画
整
理�

事
業
が
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
〇
年
代
か
ら

始
ま
り
、
事
業
名
が
変
わ
っ
て
換
地
処
分
が�

昭
和
五
〇
年
代
と
な
っ
た
地
区
も
あ
っ
た

（『
横
浜
の
二
〇
の
ま
ち
』）。
例
え
ば
、
南
区

中
村
町
地
区
で
は
、
一
九
四
六
年
八
月
二
六

日
都
市
計
画
決
定
、
四
八
年
一
二
月
一
七
日

設
計
認
可
で
あ
っ
た
が
、
密
集
地
域
で
要
移

転
建
物
が
多
か
っ
た
た
め
に
換
地
処
分
は
七

〇
年
三
月
五
日
と
な
っ
た
。
当
資
料
群
に
は
、

同
年
三
月
六
日
付
の
中
村
町
一
〜
五
・
八
幡

町
の
計
一
四
点
の
整
理
図
が
存
在
す
る
。

ま
た
、
同
じ
く
区
画
の
変
更
が
あ
る
土
地

改
良
事
業
で
は
、
戸
塚
区
小
雀
町
な
ど
の
換

地
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
九
五
八
年
か
ら
行
わ
れ
た
町
界
町
名
地

番
整
理
な
ど
で
も
、
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
。

震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
と
旧
公
図

一
九
二
五
年
謄
写
公
図
と
震
災
復
興
土
地

区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
、
実
際
の
旧
公
図

に
即
し
て
見
て
い
こ
う
。

区
画
整
理
は
、
全
部
で
一
三
地
区
に
お
い

て
行
わ
れ
た
（『
横
浜
復
興
誌
』
第
二
巻
）。

こ
の
う
ち
、
現
西
区
に
属
す
る
地
区
は
一
〜

三
・
六
・
七
で
、
六
・
七
は
区
制
施
行
時
に

は
大
部
分
が
旧
神
奈
川
区
に
属
し
（
→
中
区

→
西
区
）、大
正
末
の
公
図
は
残
っ
て
い
な
い
。

こ
の
事
業
の
換
地
登
記
は
二
七
年
以
降
に
な

る
の
で
、
こ
の
旧
公
図
は
区
画
整
理
以
前
の

状
況
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
見
る
と
、
第
一
地
区
は
「
西
戸

部
町
字
扇
田
、
宮
ノ
前
、
池
ノ
坂
、
塩
田
、

横
枕
、
西
ノ
原
の
各
字
の
一
部
及
西
ノ
前
の�

全
部
を
抱
合
す
る
」、
現
在
の
西
区
役
所
や
西

前
小
学
校
な
ど
が
あ
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の

地
域
に
属
す
る
「
西
戸
部
町
西
ノ
前
」
の
旧

公
図
（
写
真
3
、
資
料
番
号
一
二
六
）
を
見

る
と
、
図
1
「
区
画
整
理
現
形
図
」
の
囲
み�

に
該
当
し
て
い
る
。
個
々
の
土
地
区
画
は
、

「
現
形
図
」
で
は
道
路
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
分
断
さ
れ
て
い
る
土
地
は
あ
る
が
、

ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
公
図
は
、
先
述

の
よ
う
に
一
九
一
六
年
頃
の
資
料
を
参
考
に

作
成
さ
れ
た
不
完
全
な
も
の
な
の
で
、
区
画

整
理
前
の
現
形
を
記
録
し
た
図
の
方
が
、
当

時
の
現
状
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
、
区
画
整
理
前
の
状
態
を
示
す
数
少

な
い
資
料
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

次
に
同
じ
地
域
の
一
九
三
二
年
公
図
に
よ�

っ
て
区
画
整
理
後
を
見
て
み
よ
う（
写
真
4
）。�

上
部
中
央
の
広
い
土
地
は
西
前
小
学
校
の
敷

地
で
、
区
画
整
理
前
に
も
小
学
校
用
地
だ
っ

た
が
面
積
は
整
理
後
の
方
が
広
い
。
ま
た
、

右
端
に
西
戸
部
小
学
校
の
敷
地
が
あ
っ
た
が
、�

整
理
後
に
は
移
転
し
て
い
る
。
道
路
は
縦
横

と
な
り
幅
が
広
が
り
、
区
画
整
理
の
状
況
が

よ
く
わ
か
る
。
な
お
、
二
八
年
町
界
町
名
地�

番
整
理
事
業
に
よ
っ
て
町
域
が
変
わ
り
、
旧

「
西
ノ
前
」
は
二
枚
に
ま
た
が
る
よ
う
に
な�

っ
た
（「
扇
町
・
杉
山
町
」「
西
前
町
」）。

一
方
で
西
区
の
区
画
整
理
対
象
で
は
な
い

地
域
の
う
ち
、
久
保
町
大
丸
・
林
越
、
池
ノ�

上
・
東
台
、
外
荒
具
の
二
五
年
公
図
に
は
、

「
耕
地
整
理
図
」（
資
料
番
号
一
四
五
、
一
四

六
、
一
五
〇
）
と
そ
う
で
無
い
も
の
（
資
料

番
号
一
四
三
、
一
四
四
、
一
四
八
、
一
四
九
、�

一
五
二
）
と
二
種
類
あ
る
。
久
保
町
で
は
、

一
九
二
二
年
久
保
町
原
耕
地
整
理
組
合
が
組

織
さ
れ
、
関
東
大
震
災
後
の
二
四
年
に
竣
工

し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
両
方
の
図
が
含
ま

れ
て
い
る
。

町
界
町
名
地
番
整
理
事
業
と
旧
公
図

こ
の
事
業
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
町
の

境
界
や
町
名
・
地
番
を
変
更
し
、
整
然
と
分

か
り
や
す
く
す
る
事
業
の
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
初
期
で
は
、
区
画
整
理
地
区
を
中
心�

に
一
九
二
八
年
九
月
に
実
施
し
た
第
一
期
、

そ
の
後
、
数
回
に
わ
た
っ
て
市
内
各
所
で
実

施
し
た
第
二
期
が
あ
る
（
三
二
年
一
月
神
奈

川
青
木
方
面
、
三
三
年
四
月
本
牧
根
岸
方
面
、

三
五
年
七
月
西
戸
部
中
村
町
方
面
、
三
六
年

一
一
月
井
土
ヶ
谷
浅
間
町
子
安
北
方
町
諏
訪

町
方
面
、
三
九
年
七
月
金
沢
方
面
、
四
〇
年

一
一
月
保
土
ヶ
谷
町
方
面
、
四
一
年
四
月
潮

田
方
面
、
四
三
年
二
月
白
幡
方
面
）。

第
一
期
で
は
、
区
画
整
理
の
直
後
に
町
界

町
名
地
番
整
理
が
行
わ
れ
、
短
期
間
の
う
ち

に
町
名
・
地
番
等
が
再
度
変
更
さ
れ
た
の
で
、

関
係
者
は
大
変
困
惑
し
た
よ
う
で
あ
る（『
横

浜
市
事
務
報
告
書
』
昭
和
四
年
）。
第
二
期
の

場
合
は
、
町
界
は
「
従
来
ノ
字
界
ヲ
尊
重
ス

ル
ト
共
ニ
将
来
ノ
発
展
ヲ
予
想
シ
適
当
ニ
分

合
」（『
横
浜
復
興
誌
』
第
二
巻
）
と
さ
れ
て

お
り
、
公
図
の
多
く
は
訂
正
の
み
で
対
応
で

き
た
と
思
わ
れ
る
。

三
二
年
七
月
謄
写
公
図
で
は
、
第
一
期
は

反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
第
二
期
の�

初
回
も
同
様
で
、
神
奈
川
青
木
方
面
の
旧
公

図
を
見
る
と
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
後
は
新
し
く
作
る
か（
謄
写
す
る
か
）、�

訂
正
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
を
前
と
同
じ
く
西
区
の
旧
公
図
で

見
て
み
る
と
、三
五
年
整
理
事
業
実
施
の「
久

保
町
字
林
越
・
大
丸
・
外
荒
具
」（
資
料
番
号

九
六
）
で
は
、
表
紙
の
タ
イ
ト
ル
に
は
紙
を

貼
り
訂
正
（
表
紙
に
直
に
鉛
筆
で
訂
正
も
さ�

れ
て
い
る
。
書
き
込
み
の
時
期
は
不
明
）、算�

用
数
字
の
元
の
地
番
は
朱
書
き
で
抹
消
し
漢

数
字
で
新
し
い
地
番
を
書
き
込
み
、
町
名
も

朱
書
き
で
抹
消
し
新
し
い
町
名
は
朱
書
き
し

て
い
る
（
後
の
住
居
表
示
の
際
に
も
、
町
名

を
訂
正
し
て
い
る
）。
資
料
室
の
目
録
で
は
、

資
料
上
で
読
み
取
れ
る
も
の
を
タ
イ
ト
ル
と

し
て
い
る
の
で
、
貼
り
紙
が
破
損
し
て
い
る

も
の
は
旧
町
名
字
名
な
ど
を
タ
イ
ト
ル
と
し

て
い
る
。
町
名
地
番
か
ら
目
録
を
検
索
す
る

場
合
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
業
と
公
図
に
つ
い
て
、�

「
事
務
報
告
書
」
で
は
「
整
理
後
ノ
改
訂
公

図
面
百
二
十
冊
ヲ
新
製
シ
表
装
製
本
シ
テ
六

十
冊
ヲ
税
務
署
ニ
交
付
シ
他
ノ
六
十
冊
ハ
当

局
ノ
原
本
ト
シ
保
留
ス
ル
」（
一
九
三
二
年
）

あ
る
。
三
三
年
・
三
六
年
に
も
同
様
の
記
述�

が
あ
り
、
こ
の
事
業
の
際
に
横
浜
市
で
は
、

吏
員
が
税
務
署
に
赴
い
て
土
地
台
帳
の
整
理

を
行
う
と
共
に
、
整
理
後
の
改
訂
公
図
を
二

部
ず
つ
作
成
し
て
、
税
務
署
と
市
役
所
で
保

管
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
区

役
所
で
使
用
さ
れ
て
い
た
当
資
料
群
に
は
、

こ
れ
ら
の
公
図
は
存
在
せ
ず
、
担
当
部
局
の

土
木
局
に
お
け
る
保
存
原
本
で
あ
っ
た
。

閲
覧
に
際
し
て

こ
こ
で
紹
介
し
た
旧
公
図
は
閲
覧
に
供
し

て
い
る
が
、
状
態
が
悪
い
も
の
、
破
損
の
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
を
お

断
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
一
部
に
大

き
な
図
が
あ
る
が
、
資
料
室
内
に
広
げ
ら
れ

る
充
分
な
場
所
が
な
く
、
原
則
と
し
て
閲
覧

に
は
供
し
て
い
な
い
。
複
製
が
完
成
し
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
複
製
に
よ
る
閲
覧
と

な
る
。
閲
覧
の
際
に
は
、
事
前
連
絡

4

4

4

4

を
お
願

い
す
る
。
こ
れ
は
、
先
の
事
情
か
ら
、
閲
覧

に
供
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
資
料
の
チ�

ェ
ッ
ク
が
必
要
な
こ
と
、
複
製
作
業
を
行
っ

て
い
る
の
で
、
一
時
的
に
閲
覧
で
き
な
い
資�

料
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
原
資
料
の
複
写
は
、
業
者
対
応
の
部

分
複
写
の
み
で
、
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
閲
覧
者

の
複
写
は
認
め
て
い
な
い
。

【
参
考
文
献
】

佐
藤
甚
次
郎『
神
奈
川
県
の
明
治
期
地
籍
図
』（
暁
印

書
館
、一
九
九
三
年
）、同『
公
図　

読
図
の
基
礎
』（
古

今
書
院
、
一
九
九
六
年
）、
内
山
勝
朗『
神
奈
川
県
の

耕
地
整
理
事
業
の
す
べ
て
』（
一
九
九
八
年
）、『
横
浜

市
町
区
域
要
覧
』（
横
浜
市
市
民
局
、
一
九
七
六
年
）。

税
務
大
学
校
研
究
部
編『
税
務
署
の
創
設
と
税
務
行

政
の
1
0
0
年
』（
大
蔵
財
務
協
会
、
一
九
九
六
年
）。

�

（
百
瀬
敏
夫
）

写真２　�昭和七年七月謄写の公図　旧公図（港南区）No.14� �
現在の港南区大久保二丁目付近、下方向が北になる

図１　第一地区土地区画整理現形図� �
� （『横浜復興誌』第2巻）

黒枠が旧公図（西区）No.126の範囲

写真３　1925年謄写「西戸部町西ノ前」（部分）　旧公図（西区）No.126
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昭
和
期
の
旧
公
図

時
期
別
に
見
て
点
数
が
多
い
の
は
、
約
六

割
を
占
め
る
昭
和
初
期
の
旧
公
図
で
あ
る
。

震
災
後
に
公
図
は
再
製
さ
れ
た
が
、
後
述

の
よ
う
に
、
同
時
期
に
は
、
震
災
復
興
土
地

区
画
整
理
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
終
了

後
、
整
理
地
区
を
中
心
に
町
界
町
名
地
番
整�

理
が
行
わ
れ
た（
一
九
二
八
年
九
月
）。
そ
の�

た
め
に
区
画
・
町
名
地
番
等
が
大
幅
に
変
更

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
三
二
（
昭
和
七
）
年
に

全
市
域
の
謄
写
副
本
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の

と
き
に
作
成
さ
れ
た
公
図
が
、
鶴
見
・
神
奈

川
・
西
・
中
・
南
・
港
南
・
保
土
ケ
谷
・
旭
・�

磯
子
・
港
北
の
各
区
分
一
一
五
五
件
ほ
ど
残�

っ
て
い
る
。
記
載
内
容
は
、
町
名
・
地
番
、

凡
例
、
昭
和
七
年
七
月
に
謄
写
し
た
旨
を
書�

い
た
ラ
ベ
ル
を
貼
付
し
（
写
真
2
右
上
）、各�

筆
に
地
目
、
算
用
数
字
の
地
番
、
凡
例
に
示

さ
れ
て
い
る
道
路
・
水
路
・
堤
塘
墓
地
・
無

租
地
の
色
分
け
が
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
後
は
、
合
併
を
し
た
地
域
の
副
本
が

作
ら
れ
て
い
く
。
一
九
三
八
年
に
は
、
三
六

年
合
併
の
鎌
倉
郡
永
野
村
、
久
良
岐
郡
金
沢

町
・
六
浦
荘
村
の
分
が
謄
写
さ
れ
（
港
南
区�

六
四
件
、
金
沢
区
七
三
件
、
南
区
一
件
）、
一�

九
四
〇
〜
四
一
年
に
は
、
三
七
年
合
併
の
日

吉
村
の
一
部
、
三
九
年
に
合
併
し
た
山
内

村
・
中
川
村
等
の
都
筑
郡
の
村
々
、瀬
谷
村
・

中
川
村
等
の
鎌
倉
郡
の
村
々
の
地
域
の
副
本

が
作
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
合
併
し
た
地
域

の
う
ち
、
当
時
の
港
北
区
は
、
三
七
年
七
月

設
置
の
神
奈
川
税
務
署
の
管
轄
で
あ
っ
た
の

で
同
署
備
付
図
を
、
そ
れ
以
外
は
横
浜
税
務

署
備
付
図
の
謄
写
で
あ
っ
た
。
記
載
内
容
は
、

三
二
年
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
末
期
の
空
襲
で
は
、
鶴
見
区

役
所
が
焼
失
し
た
が
、
各
区
役
所
の
土
地
台

帳
副
本
・
附
属
地
図
は
事
前
に
疎
開
さ
せ
て

あ
り
無
事
で
あ
っ
た
（
本
誌
第
七
号
）。

一
九
五
〇
年
代
初
め
、
地
租
は
、
シ
ャ
ウ

プ
勧
告
に
よ
る
税
制
改
革
で
市
町
村
税
と
し

て
新
設
さ
れ
た
固
定
資
産
税
へ
移
行
し
、
土

地
台
帳
・
附
属
地
図
は
税
務
署
で
は
不
要
と

な
っ
て
法
務
局
へ
移
管
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
土
地
区
画
の
大
き
な

変
更
の
一
つ
に
、
戦
災
復
興
土
地
区
画
整
理�

事
業
が
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
〇
年
代
か
ら

始
ま
り
、
事
業
名
が
変
わ
っ
て
換
地
処
分
が�

昭
和
五
〇
年
代
と
な
っ
た
地
区
も
あ
っ
た

（『
横
浜
の
二
〇
の
ま
ち
』）。
例
え
ば
、
南
区

中
村
町
地
区
で
は
、
一
九
四
六
年
八
月
二
六

日
都
市
計
画
決
定
、
四
八
年
一
二
月
一
七
日

設
計
認
可
で
あ
っ
た
が
、
密
集
地
域
で
要
移

転
建
物
が
多
か
っ
た
た
め
に
換
地
処
分
は
七

〇
年
三
月
五
日
と
な
っ
た
。
当
資
料
群
に
は
、

同
年
三
月
六
日
付
の
中
村
町
一
〜
五
・
八
幡

町
の
計
一
四
点
の
整
理
図
が
存
在
す
る
。

ま
た
、
同
じ
く
区
画
の
変
更
が
あ
る
土
地

改
良
事
業
で
は
、
戸
塚
区
小
雀
町
な
ど
の
換

地
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
九
五
八
年
か
ら
行
わ
れ
た
町
界
町
名
地

番
整
理
な
ど
で
も
、
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
。

震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
と
旧
公
図

一
九
二
五
年
謄
写
公
図
と
震
災
復
興
土
地

区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
、
実
際
の
旧
公
図

に
即
し
て
見
て
い
こ
う
。

区
画
整
理
は
、
全
部
で
一
三
地
区
に
お
い

て
行
わ
れ
た
（『
横
浜
復
興
誌
』
第
二
巻
）。

こ
の
う
ち
、
現
西
区
に
属
す
る
地
区
は
一
〜

三
・
六
・
七
で
、
六
・
七
は
区
制
施
行
時
に

は
大
部
分
が
旧
神
奈
川
区
に
属
し
（
→
中
区

→
西
区
）、大
正
末
の
公
図
は
残
っ
て
い
な
い
。

こ
の
事
業
の
換
地
登
記
は
二
七
年
以
降
に
な

る
の
で
、
こ
の
旧
公
図
は
区
画
整
理
以
前
の

状
況
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
見
る
と
、
第
一
地
区
は
「
西
戸

部
町
字
扇
田
、
宮
ノ
前
、
池
ノ
坂
、
塩
田
、

横
枕
、
西
ノ
原
の
各
字
の
一
部
及
西
ノ
前
の�

全
部
を
抱
合
す
る
」、
現
在
の
西
区
役
所
や
西

前
小
学
校
な
ど
が
あ
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の

地
域
に
属
す
る
「
西
戸
部
町
西
ノ
前
」
の
旧

公
図
（
写
真
3
、
資
料
番
号
一
二
六
）
を
見

る
と
、
図
1
「
区
画
整
理
現
形
図
」
の
囲
み�

に
該
当
し
て
い
る
。
個
々
の
土
地
区
画
は
、

「
現
形
図
」
で
は
道
路
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
分
断
さ
れ
て
い
る
土
地
は
あ
る
が
、

ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
公
図
は
、
先
述

の
よ
う
に
一
九
一
六
年
頃
の
資
料
を
参
考
に

作
成
さ
れ
た
不
完
全
な
も
の
な
の
で
、
区
画

整
理
前
の
現
形
を
記
録
し
た
図
の
方
が
、
当

時
の
現
状
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
、
区
画
整
理
前
の
状
態
を
示
す
数
少

な
い
資
料
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

次
に
同
じ
地
域
の
一
九
三
二
年
公
図
に
よ�

っ
て
区
画
整
理
後
を
見
て
み
よ
う（
写
真
4
）。�

上
部
中
央
の
広
い
土
地
は
西
前
小
学
校
の
敷

地
で
、
区
画
整
理
前
に
も
小
学
校
用
地
だ
っ

た
が
面
積
は
整
理
後
の
方
が
広
い
。
ま
た
、

右
端
に
西
戸
部
小
学
校
の
敷
地
が
あ
っ
た
が
、�

整
理
後
に
は
移
転
し
て
い
る
。
道
路
は
縦
横

と
な
り
幅
が
広
が
り
、
区
画
整
理
の
状
況
が

よ
く
わ
か
る
。
な
お
、
二
八
年
町
界
町
名
地�

番
整
理
事
業
に
よ
っ
て
町
域
が
変
わ
り
、
旧

「
西
ノ
前
」
は
二
枚
に
ま
た
が
る
よ
う
に
な�

っ
た
（「
扇
町
・
杉
山
町
」「
西
前
町
」）。

一
方
で
西
区
の
区
画
整
理
対
象
で
は
な
い

地
域
の
う
ち
、
久
保
町
大
丸
・
林
越
、
池
ノ�

上
・
東
台
、
外
荒
具
の
二
五
年
公
図
に
は
、

「
耕
地
整
理
図
」（
資
料
番
号
一
四
五
、
一
四

六
、
一
五
〇
）
と
そ
う
で
無
い
も
の
（
資
料

番
号
一
四
三
、
一
四
四
、
一
四
八
、
一
四
九
、�

一
五
二
）
と
二
種
類
あ
る
。
久
保
町
で
は
、

一
九
二
二
年
久
保
町
原
耕
地
整
理
組
合
が
組

織
さ
れ
、
関
東
大
震
災
後
の
二
四
年
に
竣
工

し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
両
方
の
図
が
含
ま

れ
て
い
る
。

町
界
町
名
地
番
整
理
事
業
と
旧
公
図

こ
の
事
業
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
町
の

境
界
や
町
名
・
地
番
を
変
更
し
、
整
然
と
分

か
り
や
す
く
す
る
事
業
の
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
初
期
で
は
、
区
画
整
理
地
区
を
中
心�

に
一
九
二
八
年
九
月
に
実
施
し
た
第
一
期
、

そ
の
後
、
数
回
に
わ
た
っ
て
市
内
各
所
で
実

施
し
た
第
二
期
が
あ
る
（
三
二
年
一
月
神
奈

川
青
木
方
面
、
三
三
年
四
月
本
牧
根
岸
方
面
、

三
五
年
七
月
西
戸
部
中
村
町
方
面
、
三
六
年

一
一
月
井
土
ヶ
谷
浅
間
町
子
安
北
方
町
諏
訪

町
方
面
、
三
九
年
七
月
金
沢
方
面
、
四
〇
年

一
一
月
保
土
ヶ
谷
町
方
面
、
四
一
年
四
月
潮

田
方
面
、
四
三
年
二
月
白
幡
方
面
）。

第
一
期
で
は
、
区
画
整
理
の
直
後
に
町
界

町
名
地
番
整
理
が
行
わ
れ
、
短
期
間
の
う
ち

に
町
名
・
地
番
等
が
再
度
変
更
さ
れ
た
の
で
、

関
係
者
は
大
変
困
惑
し
た
よ
う
で
あ
る（『
横

浜
市
事
務
報
告
書
』
昭
和
四
年
）。
第
二
期
の

場
合
は
、
町
界
は
「
従
来
ノ
字
界
ヲ
尊
重
ス

ル
ト
共
ニ
将
来
ノ
発
展
ヲ
予
想
シ
適
当
ニ
分

合
」（『
横
浜
復
興
誌
』
第
二
巻
）
と
さ
れ
て

お
り
、
公
図
の
多
く
は
訂
正
の
み
で
対
応
で

き
た
と
思
わ
れ
る
。

三
二
年
七
月
謄
写
公
図
で
は
、
第
一
期
は

反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
第
二
期
の�

初
回
も
同
様
で
、
神
奈
川
青
木
方
面
の
旧
公

図
を
見
る
と
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
後
は
新
し
く
作
る
か（
謄
写
す
る
か
）、�

訂
正
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
を
前
と
同
じ
く
西
区
の
旧
公
図
で

見
て
み
る
と
、三
五
年
整
理
事
業
実
施
の「
久

保
町
字
林
越
・
大
丸
・
外
荒
具
」（
資
料
番
号

九
六
）
で
は
、
表
紙
の
タ
イ
ト
ル
に
は
紙
を

貼
り
訂
正
（
表
紙
に
直
に
鉛
筆
で
訂
正
も
さ�

れ
て
い
る
。
書
き
込
み
の
時
期
は
不
明
）、算�

用
数
字
の
元
の
地
番
は
朱
書
き
で
抹
消
し
漢

数
字
で
新
し
い
地
番
を
書
き
込
み
、
町
名
も

朱
書
き
で
抹
消
し
新
し
い
町
名
は
朱
書
き
し

て
い
る
（
後
の
住
居
表
示
の
際
に
も
、
町
名

を
訂
正
し
て
い
る
）。
資
料
室
の
目
録
で
は
、

資
料
上
で
読
み
取
れ
る
も
の
を
タ
イ
ト
ル
と

し
て
い
る
の
で
、
貼
り
紙
が
破
損
し
て
い
る

も
の
は
旧
町
名
字
名
な
ど
を
タ
イ
ト
ル
と
し

て
い
る
。
町
名
地
番
か
ら
目
録
を
検
索
す
る

場
合
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
業
と
公
図
に
つ
い
て
、�

「
事
務
報
告
書
」
で
は
「
整
理
後
ノ
改
訂
公

図
面
百
二
十
冊
ヲ
新
製
シ
表
装
製
本
シ
テ
六

十
冊
ヲ
税
務
署
ニ
交
付
シ
他
ノ
六
十
冊
ハ
当

局
ノ
原
本
ト
シ
保
留
ス
ル
」（
一
九
三
二
年
）

あ
る
。
三
三
年
・
三
六
年
に
も
同
様
の
記
述�

が
あ
り
、
こ
の
事
業
の
際
に
横
浜
市
で
は
、

吏
員
が
税
務
署
に
赴
い
て
土
地
台
帳
の
整
理

を
行
う
と
共
に
、
整
理
後
の
改
訂
公
図
を
二

部
ず
つ
作
成
し
て
、
税
務
署
と
市
役
所
で
保

管
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
区

役
所
で
使
用
さ
れ
て
い
た
当
資
料
群
に
は
、

こ
れ
ら
の
公
図
は
存
在
せ
ず
、
担
当
部
局
の

土
木
局
に
お
け
る
保
存
原
本
で
あ
っ
た
。

閲
覧
に
際
し
て

こ
こ
で
紹
介
し
た
旧
公
図
は
閲
覧
に
供
し

て
い
る
が
、
状
態
が
悪
い
も
の
、
破
損
の
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
を
お

断
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
一
部
に
大

き
な
図
が
あ
る
が
、
資
料
室
内
に
広
げ
ら
れ

る
充
分
な
場
所
が
な
く
、
原
則
と
し
て
閲
覧

に
は
供
し
て
い
な
い
。
複
製
が
完
成
し
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
複
製
に
よ
る
閲
覧
と

な
る
。
閲
覧
の
際
に
は
、
事
前
連
絡

4

4

4

4

を
お
願

い
す
る
。
こ
れ
は
、
先
の
事
情
か
ら
、
閲
覧

に
供
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
資
料
の
チ�

ェ
ッ
ク
が
必
要
な
こ
と
、
複
製
作
業
を
行
っ

て
い
る
の
で
、
一
時
的
に
閲
覧
で
き
な
い
資�

料
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
原
資
料
の
複
写
は
、
業
者
対
応
の
部

分
複
写
の
み
で
、
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
閲
覧
者

の
複
写
は
認
め
て
い
な
い
。
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